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図柄入りナンバープレート等に関する検討会 

設置要領（案） 

 

 

１．趣 旨 

国土交通省では、「走る広告塔」としてのナンバープレートの機能に着目し、

開催機運の盛り上げ、地域活性化を図るため、これまでラグビーワールドカッ

プ特別仕様ナンバープレート、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技

大会特別仕様ナンバープレート、大阪・関西万博特別仕様ナンバープレート及

び地方版図柄入りナンバープレートを導入してきた。 

また、ラグビーワールドカップ特別仕様ナンバープレートと東京 2020 オリ

ンピック・パラリンピック競技大会特別仕様ナンバープレートの交付が終了

した後は、更なる図柄入りナンバープレートの活用を目指し、地方版図柄入り

ナンバーが導入されていない地域の自動車ユーザーの方々も図柄入りナンバ

ープレートを選択できるよう、全国版図柄入りナンバープレートを導入し、普

及に努めてきたところである。 

全国版図柄入りナンバープレートの交付期間は令和９年４月 30 日までであ

り、その後の方向性を検討する必要があるほか、地方版図柄入りナンバープレ

ートとご当地ナンバーについては、未導入地域から早期の導入を希望されて

おり、対応を求められているところである。 

今般、既に導入している図柄入りナンバープレートの交付状況、ユーザーや

自治体等のニーズを踏まえ、全国版及び地方版図柄入りナンバープレート、ご

当地ナンバーに係る課題や今後の方向性について検討するため、「図柄入りナ

ンバープレート等に関する検討会」を設置する。 

 

２．検討会の運営 

（１）本検討会には、座長を１名置く。 

（２）座長は必要に応じて、検討事項に関係する者の出席を求めることがで

きる。 

（３）本検討会は、原則として冒頭のみ公開とし、自由闊達な意見交換の妨

げとならないよう議論開始後は非公開とする。 

（４）本検討会の資料及び議事概要は、検討会終了後、速やかに国土交通省

ホームページにて公開する。 

（５）この設置要領に定めるもののほか、検討会の運営に必要な事項につい

ては、座長が定めることとする。 

 

３．その他 

 本検討会の事務局を国土交通省物流・自動車局自動車情報課に置く。 


